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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
関
西
電
力
美
浜
原
発
三
号
機
事
故
の
労
働
災
害
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
八
月
九
日
に
関
西
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
関
西
電
力
」
と
い
う
。
）
の
美
浜
発
電
所
三
号
機
（
以
下
「
美

浜
発
電
所
三
号
機
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
発
生
し
た
二
次
系
配
管
の
破
損
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
原
子
炉
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
二
十
七
日
の
美
浜
発
電
所
三
号
機
二
次
系
配
管
破
損
事
故
調
査
委
員
会
に
お

い
て
、
原
子
炉
の
安
全
に
係
る
系
統
は
正
常
に
作
動
し
て
お
り
、
原
子
炉
圧
力
、
一
次
冷
却
材
温
度
等
の
主
要
な
パ
ラ
メ
ー

タ
は
、
平
成
五
年
四
月
十
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
関
西
電
力
株
式
会
社
美
浜
発
電
所
三
号
機
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申

請
書
記
載
の
安
全
評
価
解
析
で
想
定
し
た
「
主
給
水
管
破
断
」
事
故
の
解
析
結
果
を
上
回
る
影
響
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
本
件
事
故
に
よ
る
二
次
系
配
管
の
破
損
に
よ
り
冷
却
水
が
系
外
に
流
出
し
た
が
、
美
浜
発
電
所
三

号
機
は
、
加
圧
水
型
軽
水
炉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
冷
却
水
中
に
放
射
性
物
質
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
周
辺
環
境

へ
の
放
射
線
に
よ
る
影
響
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
事
故
は
、
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
死
傷
者
十
一
人
と
い
う
前
例
の
な

い
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
本
件
事
故
を
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
重
大
な
事
故
と
受
け

一



止
め
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
五
月
に
関
西
電
力
か
ら
当
時
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
提
出
の
あ
っ
た
「
美
浜
発
電
所
三
号
機
定
期
安
全
レ

ビ
ュ
ー
報
告
書
」
中
の
「
事
故
・
故
障
等
の
経
験
反
映
状
況
」
に
お
い
て
、
「
昭
和
六
十
年
頃
か
ら
Ｐ
Ｗ
Ｒ
点
検
計
画
と
し

て
計
画
的
な
肉
厚
測
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
当
時
、
特
に
異
常
な
減
肉
を
示
し
て
い
る
部
分
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。

こ
の
「
事
故
・
故
障
等
の
経
験
反
映
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
五
月
に
当
時
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
取
り
ま

と
め
た
「
関
西
電
力
株
式
会
社
美
浜
発
電
所
三
号
機
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
評
価
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
事
故
・
故
障
等

発
生
時
の
対
応
措
置
、
ト
ラ
ブ
ル
経
験
の
反
映
の
仕
組
み
、
緊
急
時
の
措
置
が
確
立
し
、
こ
れ
ら
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
国
は
専
門
家
の
意
見
を
聴
い
て
評
価
を
行
っ
た
が
、
国
自
ら
が
配
管
の
減
肉
に
係
る
状
況
を
検
査

に
よ
り
直
接
確
認
は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
関
西
電
力
の
右
報
告
書
中
の
「
事
故
・
故
障
等
の
経
験
反
映
状
況
」
に
お
い
て
、
「
サ
リ
ー
発
電
所
二
号
機
の
よ

う
な
事
象
は
発
生
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
当
該
記
述
を
含
め
た
報
告
書
全
体
に
つ
い
て
は
、
当
時
、

二



関
西
電
力
が
行
っ
た
確
率
論
的
安
全
評
価
等
に
よ
り
美
浜
発
電
所
三
号
機
の
安
全
性
の
特
徴
が
総
合
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
は
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
た
。

国
と
し
て
は
、
本
件
事
故
を
受
け
、
再
発
防
止
の
た
め
、
平
成
十
六
年
十
二
月
に
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
を
改
正
し
、
検
査
対
象
設
備
や
検
査
方
法
等
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
「
原
子
力
発
電
所

の
配
管
肉
厚
管
理
に
対
す
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年
二
月
十
八
日
付
け
原
院
第
一
号
原
子
力
安
全
・
保
安
院

通
達
）
を
電
気
事
業
者
に
対
し
て
発
出
し
、
同
通
達
に
定
め
る
検
査
対
象
箇
所
の
選
定
、
測
定
ポ
イ
ン
ト
及
び
検
査
実
施
時

期
の
設
定
等
に
係
る
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
各
電
気
事
業
者
が
配
管
減
肉
管
理
を
実
施
す
る
場
合
に
こ
れ
ら
を
遵
守
す
る
よ

う
要
請
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
安
全
管
理
の
徹
底
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

所
轄
の
敦
賀
労
働
基
準
監
督
署
が
行
っ
た
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
の
発
生
時
に
美
浜
発
電
所
三
号
機
の
タ
ー
ビ

ン
建
屋
及
び
タ
ー
ビ
ン
建
屋
と
原
子
炉
建
屋
の
間
に
あ
る
中
間
建
屋
（
以
下
「
タ
ー
ビ
ン
建
屋
等
」
と
い
う
。
）
の
内
部
に

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
事
業
者
の
労
働
者
で
あ
り
、
事
業
者
別
及
び
タ
ー
ビ
ン
建
屋
等
の
階
層
別

の
労
働
者
数
並
び
に
労
働
者
の
被
災
の
状
況
は
、
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。

三



（
四
）
に
つ
い
て

本
件
事
故
は
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
を
南
北
に
均
等
に
三
区
分
し
た
場
合
の
北
側
区
域
の
二
階
で
発
生
し
た
。
別
紙
に
掲
げ
る

各
事
業
者
に
対
し
て
所
轄
の
敦
賀
労
働
基
準
監
督
署
が
行
っ
た
聞
き
取
り
の
結
果
に
よ
り
、
本
件
事
故
の
発
生
時
に
タ
ー
ビ

ン
建
屋
等
の
内
部
に
い
た
百
五
人
の
労
働
者
の
場
所
ご
と
の
数
は
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
南
側
区
域
で
は
一
階
二
十
五
人
、
二

階
六
人
、
三
階
三
人
、
中
間
区
域
で
は
一
階
二
十
九
人
、
二
階
零
人
、
三
階
七
人
、
北
側
区
域
で
は
一
階
二
人
、
二
階
十
二

人
（
う
ち
木
内
計
測
株
式
会
社
の
労
働
者
五
人
が
死
亡
、
六
人
が
負
傷
）
、
三
階
零
人
、
南
側
区
域
か
中
間
区
域
か
は
特
定

で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
か
の
区
域
の
三
階
で
十
一
人
で
あ
り
、
ま
た
、
中
間
建
屋
で
は
、
一
階
四
人
、
二
階
二
人
、
三
階
四

人
で
あ
る
こ
と
及
び
被
災
し
た
木
内
計
測
株
式
会
社
の
十
一
人
の
労
働
者
（
以
下
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者

は
、
本
件
事
故
の
発
生
直
後
、
直
ち
に
退
避
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
被
災
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、
被

災
労
働
者
は
、
本
件
事
故
の
発
生
時
に
は
、
全
員
が
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
二
階
の
本
件
事
故
に
よ
り
破
損
し
た
二
次
系
配
管
の

付
近
で
作
業
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
五
人
は
一
階
に
退
避
し
た
と
こ
ろ
を
救
護
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
検
診
」
は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
敦
賀
労
働
基
準
監
督
署
が
行
っ
た
聞
き
取
り
や
、
関
西
電
力
が
行
っ
た
被

四



災
状
況
の
確
認
の
結
果
に
加
え
、
被
災
労
働
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
二
号
）
第
九
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
者
死
傷
病
報
告
や
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
労
災
保
険
給
付
の
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
被
災
労
働
者
以
外
に
被
災
し
た
者

は
い
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
定
の
規
模
の
事
業

場
ご
と
に
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
定
の
業
種

及
び
規
模
の
事
業
場
ご
と
に
安
全
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

関
西
電
力
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
の
発
生
時
に
は
、
関
西
電
力
が
美
浜
発
電
所
に
つ
い
て
選
任
し
た
総
括
安

全
衛
生
管
理
者
及
び
安
全
管
理
者
（
以
下
「
安
全
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
と
は
別
の
同
発
電
所
内
の

事
務
所
に
い
た
。
本
件
事
故
の
発
生
時
に
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
に
い
た
関
西
電
力
の
職
員
は
一
階
に
一
人
で
あ
り
、
タ
ー
ビ
ン

建
屋
の
周
辺
に
い
た
人
数
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
株
式
会
社
日
本
ア
ー
ム
は
、
本
件
事
故
の
発
生
し
た
日
に
は
、
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
で
の
作
業
を
開
始
し
て
い
な

五



か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
安
全
管
理
者
等
を
選
任
す
る
義
務
は
な
く
、
安
全
管
理
者
等
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
労
働
安
全
衛
生
法
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
等
の
適
切
な
選
任
等
に
つ
い
て
周
知

及
び
指
導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
件
事
故
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
に
、
関
西
電
力
に
対
し
、

所
轄
の
福
井
労
働
局
か
ら
、
事
業
場
の
責
任
者
を
中
心
と
す
る
安
全
管
理
活
動
の
適
切
な
実
施
等
の
事
故
の
再
発
防
止
対
策

の
徹
底
に
つ
い
て
、
改
め
て
指
導
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
切
に
対
処
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
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